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１ 経済情勢 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
　2008年秋の金融危機以降、４兆元（約52兆円）の財政

支出、金融緩和等を実施した結果、2009年の中国の実質

GDP成長率は9.2％となり、政府目標の８％前後の成長

を達成した1）。2010年は10.4%の成長率を達成し、2011

年に入ってからは、９％台の成長率を維持している。

〈表3-7-1〉中国の実質GDP成長率の動向
（%）

年 2007 2008 2009 2010
2011

Q1 Q2 Q3
実質GDP成長率 14.2 9.6 9.2 10.4 9.7 9.5 9.1
資料出所：内閣府経済財政分析統括官付海外担当「月例海外経済データ」
注：各四半期の値は前年同期比

２ 雇用・失業対策 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) 雇用・失業情勢

　中国における都市部失業率2）は近年低下傾向を示し、

2007年の第３四半期以降は4.0％の状態が続いていた

が、2008年の第４四半期から金融危機の影響を受け、

4.3％まで上昇した。その後経済の回復に伴い、2010年

の第１四半期に、１年ぶりに4.2％に低下し、第３四半期

には4.1％に低下した。一方で、失業者数は、2008年の

第４四半期を境に急増し、900万人を超える高止まりの

状態が続いている。求人倍率は近年1.0倍弱で推移してい

たが、金融危機の影響で2008年第４四半期には0.846倍

と急激に低下した。2009年後半以降は再び1.0倍前後に

回復している。

〈表3-7-2〉中国の雇用・失業の動向
（万人、％）

年 2006 2007 2008 2009 2010
就業者数 76,400 76,990 77,480 77,995 （未発表）
失業者数 847 830 886 921 908
失 業 率 4.1 4.0 4.2 4.3 4.1
求人倍率 0.96 0.98 0.95 0.91 1.01

資料出所：中国人力資源・社会保障部
注１：失業者数及び失業率は都市部のみ（「都市部登記失業率」：職業紹

介所に登録した者のみ）

(2) 雇用・失業対策の概要

　雇用・失業対策については、国の第12次五か年計画

（計画期間2011 ～ 2015年）における主要対策として「新

規雇用者数を4,500万人増加させ、失業率を５％未満に抑

える」ことが数値目標として掲げられており、現在、以

下のような具体的対策が実施されている。

 ① 大学卒業生に対する就業指導サービスの強化や内

陸部への就職促進などの就職対策

 ② 計画的な職業訓練等による人材育成・就業促進対策

 ③ 新興産業の創業支援等による雇用創出対策

 ④ 人力資源・社会保障部及び省、直轄市による全国の

求人情報の公共サービスネットワークの設立・試行

などの就業支援対策

 ⑤ 失業保険基金の支出範囲の拡大、企業のリストラ・

合併再編等に伴う再就職支援などの失業者対策

(3) 若年者雇用対策3）

　大学入学者・卒業者が大幅に増加する中、世界金融危

機の影響等によって大学卒業者の就職困難という深刻

な問題に直面しており、最重点課題である若年者雇用対

策として、大学卒業者等への緊急雇用対策が以下のとお

り実施されている。

　2009年４月に、大学卒業者への雇用対策として、①３

年で100万人の雇用を確保するインターンシップ計画

（「三年百万計画」）、②高等職業学校の教育改革、③アウ

トソーシングサービス産業の人材育成が策定され、大学

卒業生が求職活動に備えるための支援策が盛り込まれ

ている。

 ① ３年で100万人の雇用を確保するインターンシップ

計画

　人力資源・社会保障部、教育部、国有資産監督管理委

員会（国資委）、工業情報化部、国家工商総局、中華全

国工商業聯合会（全国工商聯）及び中国共産党青年団は

共同で「３年で100万人の雇用を確保するインターン

シップ計画に関わる通知」を公布した。この通知では、

（参考）　1元＝12.35円（2011年期中平均）中　国

■１）外務省の「中国」の経済状況 （http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html）参照。
■２）中国の失業統計は、都市部の一定の条件を満たした者（15歳～ 64歳の都市戸籍を有し、就職サービス機関に登録した者）に限られたものであり、

国際的な失業率の出し方とは異なり、また農民工の就業実態はこの統計に加味されていない。
■３）（財）海外職業訓練協会（OVTA）（http://www.ovta.or.jp/info/asia/china/pdffi les/06labor.pdf）参照。
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2009年は３万人の大学卒業生をインターンシップとし

て就業させ、2011年までに100万人の未就業卒業生をイ

ンターンシップに参加させるとしている。人力資源・社

会保障部と教育部は、大学卒業生のインターンシップ計

画を実行する詳細施策を作成した。両部は地方政府に対

して、早急に就業研修関連作業を開始し、卒業生にイン

ターンシップの職場情報を適時公表するよう指導して

いる。同時に地方政府は、卒業生に研修を受けるよう指

導するとともに、基礎的な生活手当や個人傷害保険費用

の融資を行う。中国政府は「双証書」つまり大学卒業証

書と職業資格証書を発行することにより、職業訓練学校

卒業生の技術研修レベルを高めようとしている。

 ② 高等職業教育改革の加速と職業訓練学校卒業生の

雇用促進

　教育部は、「高等職業教育改革の加速と職業訓練学校

卒業生の雇用促進に関わる通知」を公布した。この計画

では、地方政府と高等職業訓練学校が人力資源・社会保

障部と教育部に協力し、学校施設を卒業生の必要に応じ

て利用させ、職業技能証明書の査定・発行業務等の特別

支援をすることが求められている。

 ③ アウトソーシングサービス産業の人材育成強化と

卒業生の雇用促進

　アウトソーシングサービス産業の人材育成強化を目

的に、教育部と商務部は共同で「アウトソーシングサー

ビス産業の人材育成強化と卒業生の雇用促進に関わる

意見」を公布した。両部は、全国の大学に対し、アウト

ソーシング産業に関係した講座や専門コースを開設し、

高等職業専科、本科生、研究生等のレベルごとにアウト

ソーシング産業分野での高度な能力開発を求めている。

中国政府は５年以内に全国でアウトソーシング産業人

材120万人を養成・訓練し、100万口の職場の創出を予定

している。これにより、2013年までに世界中から300億

ドル相当のサービス業務の受注実現が期待されている。

(4) 失業給付制度4）

　中国における失業給付制度は、「失業保険条例」（1999

年施行）5）を根拠法として、都市部の企業の被用者が対象

となっている。保険料率は、事業主が賃金総額の２％、

被用者が手取り賃金額の１％となっている。

　失業給付の受給要件は、失業保険適用事業所に１年以

上雇用され失業保険料を納付していること、本人の意思

によらずに就業を中断したこと（つまり非自発的な失業

であること）、失業登録をしており求職希望があること

である。失業給付の水準は、離職前の賃金とは連動して

いない。失業給付の支給期間は、被保険者期間が５年未

満の者は最長１年、被保険者期間が５年以上10年未満の

者は最長1.5年、被保険者期間が10年以上の者は最長２年

となっている。

(5) 職業能力開発対策6）

　中国の職業訓練分野においては、①高度技能労働者の

養成訓練、②再就職・起業のための職業訓練、③農民工

に対する職業転換訓練などが実施されている。7）

　政府は、金融危機後の対策として、2009年～ 2010年

の２年計画で「特別職業訓練計画」を実施した。これは、

失職して郷里に戻った農民工、経営困難な企業の従業

員、農村の新規学卒者（中卒及び高卒）、都市部に流入

してきた新規出稼ぎ労働者、都市部失業者、大学卒業者

等を対象に職業訓練を重点的に実施し、訓練費用の一部

を政府が補助するものである。また、この際各地におい

ては、特別職業訓練計画を経済発展促進の全体配置に組

み入れ、計画的に確実に実施すること、財政部門との協

力を強化して特別訓練計画の実施資金の保証やその監

督管理の強化を行うこと、労働者の訓練の需要や数を把

握し確実に実施するとともに、技能鑑定サービスを適正

に行い、職業指導や職業紹介等の就職サービスを適確に

提供すること、そして、訓練項目や教材の開発、訓練期

間の教師の資質向上等、訓練のサポートや質の向上を行

うこととされている。

■４）米国社会保障庁「Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacifi c,2010」
　　　（http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/asia/index.html）参照。
■５）中国にはこれまで国の法制度は存在せず、地方政府及び事業主は中央政府が制定した「失業保険条例」を採用していたが、2011年７月１日から施行

された「社会保険法」により、全国的な失業保険制度について規定されている（「５　労働施策をめぐる最近の動向」を参照）。
■６）（財）海外職業訓練協会（OVTA）（http://www.ovta.or.jp/info/asia/china/pdffi les/07policy.pdf）参照。
■７）職業訓練については、「労働法」第７章（職業訓練）に規定されている。
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　また、2010年６月に「国家中長期人材発展計画要綱

（2010-2020）」8）を発表し、今後10年間で高度技能人材の

育成強化などを含めた人材育成強化の方針を掲げてい

る。

３ 労働条件対策 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) 賃金・労働時間及び労働災害の動向

 a 賃金

　2010年における非私営企業の平均賃金は37,147元で、

対前年上昇率は13.5%となった。

　非私営企業と私営企業の平均賃金格差は、縮まる傾向

にあるものの非常に大きく、非私営企業は私営企業の約

1.8倍になっている9）。

　地域別賃金格差も大きく、東部地域とその他の地域で

は、1.3倍前後の格差がみられる。

　業種間の賃金格差も非常に大きく、非私営企業の中で

比較すると、最も賃金の高い金融業（2010年：80,772元）

と、最も低い農林牧畜水産業（2010年：17,345元）とで

は、4.7倍の格差がある。また、金融業と製造業（2010

年：30,700元）とでは、2.6倍の格差がある。

〈表3-7-3〉中国の地域別にみた平均年収の推移
（元、％）

非私営企業 私営企業
2008年 2009年 2010年 2008年 2009年 2010年

東部地域 34,316 38,002 42,810 18,980 19,840 22,708
中部地域 24,390 27,478 31,594 13,843 15,402 17,252
西部地域 25,602 29,120 33,130 14,751 16,234 18,640
東北地域 25,101 28,383 31,882 14,933 16,414 18,532
全　　国 29,229 32,736 37,147 17,071 18,199 20,759

賃金上昇率（全国） 12.0 13.5 6.6 14.1
資料出所：中国国家統計局
注：賃金上昇率については、厚生労働省大臣官房国際課にて推計。

〈表3-7-4〉中国の業種別にみた平均年収の推移
（元）

非私営企業 私営企業
2008年 2009年 2010年 2008年 2009年 2010年

農林牧畜水産 12,958 14,911 17,345 12,484 14,585 16,370 
採石業 34,405 38,224 44,496 17,600 18,553 20,981 
製造業 24,192 26,599 30,700 16,443 17,260 20,090 
電気/ガス/水道 39,204 42,668 48,323 15,747 17,795 18,834 
建築業 21,527 24,625 28,127 18,589 19,867 22,228 
交通運輸/倉庫/郵便 32,796 36,224 41,536 17,783 19,634 21,989 
情報通信/IT関連 56,642 59,919 66,598 26,345 28,166 31,226 
卸売/小売 25,538 29,031 33,520 16,813 17,775 19,928 
旅館/飲食 19,481 21,193 23,812 14,439 15,623 17,531 
金融 61,841 70,265 80,772 22,593 30,452 30,513 
不動産 30,327 32,951 36,392 19,489 21,334 23,228 
賃貸/商務サービス 31,735 34,318 38,502 19,265 21,344 23,879 
科学研究/技術サービス等 46,003 50,866 57,316 22,938 26,187 28,886 
水利/環境/公共施設管理 22,182 24,551 27,229 16,090 17,170 19,067 
住民サービス等 23,801 25,704 28,665 15,665 15,688 18,350 
教育 30,185 35,042 39,624 19,474 21,066 21,862 
衛生/社会福祉等 32,714 36,380 41,132 16,982 18,641 21,571 
文化/体育/娯楽 34,494 38,319 42,245 16,588 17,339 20,012 
公共管理/社会組織 32,955 36,268 39,329 8,439 8,191 8,900 

全　国 29,229 32,736 37,147 17,071 18,199 20,759 
資料出所：中国国家統計局

〈表3-7-5〉中国の消費者物価上昇率の推移
（%）

2008年 2009年 2010年
消費者物価上昇率 5.9 -0.7 3.3
資料出所：内閣府経済財政分析統括官付海外担当「月例海外経済データ」

 b 労働時間

　2009年の都市部労働者の週平均労働時間は、44.7時間

と前年に比べ0.1時間増加した。

〈表3-7-6〉中国の都市部労働者の週平均労働時間の動向
（時間）

年 2005 2006 2007 2008 2009
週平均労働時間 47.8 47.3 45.5 44.6 44.7
資料出所：ILO, LABORSTA Internet: 4A Hours of work, by economic 

activity（Per week）
注：各年11月の数値

 c 労働災害

　労働災害10）については、死亡者数は近年大幅に減少す

る傾向にある。2010年の労働災害による死亡者数は

79,552人であった11）。

■８）中国政府ホームページ（http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_1621708.htm）参照。
■９）「私営企業」は、私有企業のうち特に非公開企業を指し、「非私営企業」は、「私営企業」以外の企業等を指すため、すなわち国営企業、株式会社、合弁会社、

外資系企業、香港・マカオ・台湾からの出資による企業が含まれる。
■10）2004年に中国政府は「労働災害保険条例」を施行した。また、2004年に人力資源・社会保障部は「労災認定弁法」を施行し、労災の範囲、認定基準、

手続等を詳細に定め運用体制の整備を行った。これらを根拠法として、労災予防、労災補償、労災リハビリを結合した労災保険制度が創設された（下
記「５　労働施策をめぐる最近の動き」を参照）。

■11）中国における労働災害については、災害統計が充実していない（もしくは対外的に体系的に公表されていない）ため、データ欠落が多く、全体像を
正確に把握することは困難である。
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Federation of Trade Union：ACFTU）16）である。1992

年４月３日に公布された「中華人民共和国労働組合法」

には、労働組合は労働者が自由意思で結合する労働者階

級の大衆組織であると規定されている。ただし、中国の

工会組織は、幹部の多くを共産党幹部が占める総工会を

頂点とするピラミッド構造となっており、中国共産党や

政府の影響力が強く、企業工会の幹部は、経営幹部が兼

ねている場合も多いなど、実態は労働者の大衆組織とは

言い難い。2010年に全国的に発生したストライキにみら

れるように、近年、労働争議が頻発し、労使関係が厳し

くなる中、工会に対して、労働者を代表して利益を保護

するという本来の役割を期待する声が高まっており、政

府や専門家の間で、工会組織の見直しについて議論が進

められている。

　なお、2010年９月末時点の「中華全国総工会（総工会）」

の組合員数は、２億3900万人（前年比1361万人３千人

増、過去最多）で、うち農民工組合員は8,854万７千人と

なっている。職場の労働組合（「工会」）の設置率は50.9%、

全国組織率は74.7%となっている。

　中国における使用者団体の全国組織は、1988年に創設

された「中国企業連合会･中国企業家協会」（China 

Enterprise Confederation & China Enterprise 

Directors Association：CEC/CEDA）17）であり、34の

産業別経営者団体からなっている。

（2） 労働争議の発生件数等

　企業内で解決しなかった労働争議は、労働行政主管の

代表、労働組合の代表、使用者側の代表から構成される

仲裁委員会にかけられる。仲裁委員会による労使紛争の

受理案件はこれまで年々増加し、2008年の「労働契約法」

の施行後に激増したが、その後ある程度落ち着き始めて

おり、2010年の受理件数は60.1万件となり、前年比12.2%

減となった。労働争議の主な原因は、労働報酬、労働契

約終了、社会保険関連の問題となっている18）。

〈表3-7-7〉中国における労働災害による死亡者数の状況
（人）

年 2006 2007 2008 2009 2010
労災死亡者数 112,822 101,480 91,172 83,196 79,552

資料出所：中国国家統計局「国家経済社会発展統計」

(2) 最低賃金制度

　中国における最低賃金制度は、「労働法」により国が制

度を定め、「最低賃金規定」（2004年施行）に基づき実施

されており、31の省、自治区及び直轄市（北京、天津、上

海、重慶）の地域単位で最低賃金額が決定されている12）。

　金融危機後、2009年は中央政府の指示により最低賃金

の調整が凍結されていたが、その後経済の回復に伴い、

2010年に凍結が解除され、2011年１月までに全ての省、

自治区、直轄市で最低賃金基準が大幅に引き上げられた

（平均引き上げ率は25%）。

　2011年は、24の省、自治区、直轄市において最低賃金

基準が引き上げられた（平均引き上げ率は22%）。引き上

げられた地区は、経済成長の進む沿岸部や東部が多く

なっている。

（3） 労働時間制度

　法定労働時間は１日８時間、週44時間とされている13）。

（4） 出産休暇

　女性労働者の出産休暇は通常の出産の場合は90日

間14）となっており、そのうち産前休暇は15日間である。

また、難産の場合は、出産休暇を15日間加算することが

でき、双子以上の場合は１人につき出産休暇を15日間加

算することができる15）。

４ 労使関係施策 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

（1） 労使団体
　中国における労働組合（「工会」）の全国組織は、1925

年に創設された「中華全国総工会（総工会）」（All-China 

■12）中国の最低賃金は、「労働法」第48条により、国が制度を定め、具体的基準については省、自治区及び直轄市が定めるものとされている。なお実務上は、
同一の省、自治区において、地域別の経済状況等を踏まえ、最低賃金基準を更に細かく分類して定めており、地区によって基準は異なっている。

■13）「労働法」第36条
■14）「労働法」第62条により女性従業員の出産休暇は90日間以上と規定されている。
■15）「労働法」における女性従業員に関する細則は、「女性従業者労働保護規定」第８条に規定されている。
■16）「中華全国総工会（総工会）」（http://www.acftu.org.cn/template/10002/index.jsp）参照。
■17）「中国企業連合会･中国企業家協会」（http://www.cec-ceda.org.cn/english/organization/index.html）参照。
■18）人力資源・社会保障部（2010年の労働・社会保障状況と2011年の重点政策）2011年１月25日公表。
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いった各種社会保険制度を構築し、国民が老後の生活、

疾病、労災、失業、出産・育児といった状況において同

法に基づき国や社会から支援を受ける権利を保障すべ

きとしている。

　同法によれば、失業保険給付額の水準は、省、自治区、

直轄市の人民政府が決定するが、都市部住民の最低生活

保障基準を下回ってはならないものとされている。ま

た、労災保険、出産保険については、いずれも使用者側

が保険料を負担し、従業員は納付の必要がないことを定

めている。

　基本養老（年金）保険については、労働者の平均賃金、

物価動向等に基づいて基本年金保険を調整するメカニズ

ムを構築するとした。労働者が別の地域で就業する場合、

その基本年金保険は本人とともに移転し、保険料の支払

期間は合算される。個人が法定の退職年齢に達した場合、

基本年金保険はそれぞれの期間について別々に計算され

た上で合算されて支給される。なお、公務員および公的

部門従業者の年金保険についても同様の規定となってお

り、具体的な手順等は国務院が定めるとしている。

　同法はさらに、国は、労働組合に対して同法に基づき労

働者の合法的権利を保護するよう定めている。労働組合に

は、社会保険に関する研究に参画し、社会保険監督委員会

に参加し、労働者の社会保険の権利・利益と関係する事項

について監督を行う権限があるとされる。地方の人民政府

は、使用者側代表、労働組合代表、保険加入者代表、専

門家等から構成される社会保険監督管理委員会を設立し、

社会保険基金の収支、管理、投資運営の状況を掌握し分

析して、社会保険業務に対してコンサルティング意見を提

示し、社会的な監督を行うものとしている。

　また社会保険基金21）については、予算を通して収支の

バランスを実現するが、社会保険基金に支払い不足が生

じた場合には、県レベル以上の人民政府が補助を行うこ

とも規定された。

　なお、同法に基づき、基本年金保険基金は今後段階的

に制度の全国統一に向けた準備を実施していくことに

なる。その他の社会保険基金は、省レベルの一元化の準

　一方、2010年の５月から８月にかけて、日系企業を中

心に、中国各地でストライキが集中発生した。2010年の

ストライキ集中発生を受けて、中国政府は賃金に関する

労使間の協議のルールを定めた「賃金集団協議制度」の

普及を急いでいる。この制度は、2000年に労働・社会保

障部（当時）が定めた規則で、従業員代表と、企業代表

が、企業内部の賃金分配制度、賃金分配方法、賃金所得

水準などについて協議を行い、賃金集団契約を締結する

枠組みである。中国政府は、この制度の普及を進めるこ

とで、ストライキなどの賃金に関する集団労働争議を防

ぐことを目指している。中華全国総工会は、2010年から

2012年までの３年間を集中取組期間として、工会が設立

されている一定規模以上の企業における賃金集団協議

制度の導入を、重要政策の一つに位置づけて取り組んで

いる。総工会によると、2011年第２四半期、全国の29省

（区、市）において、賃金集団契約は150.9万社の企業（前

年比31.4%増）、10,767.8万人の労働者（前年比24.3%増）

をカバーした19）。

〈表3-7-8〉中国の労働争議受理件数の推移
（万件）

年 2007 2008 2009 2010
受理件数 35.0 69.3 68.4 60.1 

資料出所：中国国家統計局

５ 労働施策をめぐる最近の動向 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
（1） 社会保険法の成立

 ａ 社会保険法20）

　2010年10月28日、全国人民代表大会常務委員会は「社

会保険法」を採択した。同法は、2011年７月１日より施

行されている。

　「社会保険法」は、立法形式で確立された初めての社

会保険制度の包括的枠組みとなる。内容は、社会保険の

原則、各種保険の対象範囲、社会保険の取扱い項目なら

びに適用条件、社会保険取扱機関、社会保険基金の監督、

各種社会保険の保険料徴収・保険金受取等について規定

されている。同法はまた、国に対して、基本養老（年金）

保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険と

■19）「工人日報」（2011年11月10日付け）参照。
■20）労働政策研究・研修機構「最近の海外労働情報（中国）」（http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2010_12/china_01.htm）参照。
　　　ジェトロ「中華人民共和国社会保険法」（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/labor_15.html）参照。
■21）社会保険基金には、基本年金保険基金、基本医療保険基金、労災保険基金、失業保険基金、生育保険基金が含まれる。
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 （c） 年金受給開始以前に出国する場合の一括支給

　外国人が養老保険（年金）の給付要件を満たす以前に

中国を離れる場合、個人納付分は保留又は返還のいずれ

細則、中央政府（人力資源・社会保障部）の指示に基づ

き、各地方政府（省、直轄市）が具体的な運用等を定め

ることとなっている。概要は以下のとおり。

 （a） 保険料徴収起算日、加入登録期限 

　 　保険料徴収起算日は2011年10月15日。同日以降に加

入した場合、10月15日に遡って保険料を納付。

　 　加入登録期限は2011年12月31日（同日以降に加入し

た場合は滞納金が発生）。 

 （b） 社会保険料

　 　社会保険料は、個人負担分及び企業負担分それぞれ

の基数（保険料賦課対象となる収入）に社会保険料率

を乗じて算定。

　個人負担分基数：本人の収入総額（中国国内で支払わ

れたか日本国内で支払われたかに

かかわらず、収入総額）。ただし、北

京市をはじめ、多くの地方政府では

保険料賦課対象の収入に上限が設

けられている（北京市の場合、同市

前年度平均月収（2010年：4201元）

の３倍が上限）。

　企業負担分基数： 当該企業従業員の賃金総額（例えば、

北京市の場合は全従業員の個人負

担分基数（前年度における１か月当

たりの平均賃金）の総和）。

備が徐々に進められていく予定となっている。いずれも

具体的なスケジュールや手順は国務院が定めるとして

いる。

 ｂ 外国人への適用

　社会保険法においては、外国人に対しても社会保険料

の負担を義務付ける内容が明記され、同法の下、外国人

の社会保険加入に関する細則が2011年９月６日に公布、

10月15日より施行されている。

　同細則においては、外国人に対し、基本養老（年金）

保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険の

５保険制度への加入を義務づけ、その外国人の範囲につ

いては、中国国内で法律に基づいて登記された企業等に

雇用される外国人、中国国外の雇用主と雇用契約を結び

中国国内の支所、代表事務所に派遣されて働く外国人

（いわゆる駐在員）としている。中国企業、日系企業等

に直接雇用される在留邦人にとっては中国において社

会保障のセーフティネットが提供される側面もあるが、

日系企業の駐在員に関しては社会保険料の二重負担が

発生することとなる。このため、日中両国政府は、社会

保険料の二重負担の問題を解決するため、2011年10月、

日中社会保障協定の締結に向けた政府間交渉を開始し

ている。

　なお、外国人の社会保険加入については、同法及び同

〈表3-7-9〉社会保険料率（実例）
（2011 年 12 月調査）

全国（注１） 北京市 上海市
企業負担 個人負担 企業負担 個人負担 企業負担 個人負担

都市従業員
基本養老保険制度 20%以内 ８% 20% ８% 22% ８%

都市従業員
基本医療保険制度 ６％前後 ２%

９%
（この他高額医療費用

互助資金１%）
２％

（同左、３元）
10%

（この他地方付加
医療保険２%）

２%

失業保険制度 ２% １% １% 0.2% 1.7% １%
労災保険制度
（注２） 0.5 ～２％程度 － 0.5 ～２％程度 － 0.5 ～３％ －

生育保険制度 １％以内 － 0.8% － 0.8% －
注１：中央政府が定めている基準であり、具体的な保険料率は各地方で定められている。
注２：業種別、リスク別に異なる。

かの選択が可能。 医療保険の個人納付分も同様に保留又

は返還のいずれかを選択可能。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


